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 香南斎場組合人事行政の運営等の状況について、香南斎場組合人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例（平成31年条例第2号）の規定に基づき、次のとおり公表する。 

 

  令和元年12月１日 

香南斎場組合長  清 藤 真 司 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

⑴  職員の採用・退職の状況（平成30年度）         （単位：人） 

区  分 採用者数 退職者数 

一 般 事 務 0 0 

技 能 職 0 0 

計 0 0 

 

⑵ 職務別職員数の状況（各年４月１日現在）         （単位：人） 

職 務 名 
職 員 数 対前年 

増減数 Ｈ29 Ｈ30 

事 務 員 2 2 0 

技 能 労 務 職 1 1 0 

計 3 3 0 

(注) 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者 

などを含み、臨時または非常勤職員を除く。 

 

２ 職員の人事評価の状況 

平成30年4月2日から平成31年4月1

日までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ.人事評価を活用している   

 活用している昇給区分 昇給可能な 

区分 

昇給実績がある

区分 

昇給可能な 

区分 

昇給実績がある

区分 

上位、標準、下位の区分     

上位、標準の区分     

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ.人事評価を活用していない ○ ○ 

  R2.4.1 R2.4.1 
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３ 職員の給与の状況 

⑴ 人件費の状況                          （単位：千円） 

区  分 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率(B/A） 

一 般 会 計 124,220 5,523 38,878 31.3％ 

 

 

⑵ 職員の給与費の状況（平成30年度当初予算）                    （単位：千円） 

区 分 
職員数 
(A) 

給      与      費 一人当たり
給与費(B/A) 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 

一般会計  3 10,675 1,121 4,295 16,172 5,364 

（注）職員手当には、退職手当(退職手当組合負担金)を含まない。 

 

 

⑶ 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成30年4月1日現在） 

一般行政職 技能労務職 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 

313,150円 43.5歳 263,200円 44歳 

 

 

⑷ 職員の初任給の状況（平成30年4月1日現在）               （単位：円） 

区   分 
組   合 国 

決定初任給 決定初任給 

一般行政職 
大 学 卒 168,600 総合職192,700 一般職179,200 

高 校 卒 147,100 147,100 

技能労務職 
高 校 卒 147,100 144,500 

中 校 卒 ―― 136,500 

 

 

⑸ 級別職員数の状況（平成30年4月1日現在） 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

計 

標準的な

職務内容 

定型的な 

業務を行う 

主事･技師 

知識又は経験を

必要とする 

主事･技師 

主査、主査技師 主任、主任技師 
副所長、主監、

主監技師 
所長 

職 員 数 0人 0人 2人 0人 1人 0人 3人 

構 成 比 0.00％ 0.00％ 66.67％ 0.00％ 33.33％ 0.00％ 100.00％ 

 

 

 

⑹ 主な職員手当の状況 

ア 期末・勤勉手当 
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組       合 国 

１人当たり平均支給額（H29年度） 

  1,365千円 

１人当たり平均支給額（H29年度） 

  1,365千円 

（H29度支給割合） 
期末手当 

 
勤勉手当 

（H29年度支給割合） 
期末手当 

 
勤勉手当 

6月期  1.225月分 

12月期  1.375月分 

 計     2.600月分 

0.820月分 

0.920月分 

1.740月分 

6月期  1.225月分 

12月期  1.375月分 

 計   2.600月分 

0.850月分 

0.950月分 

1.800月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  5～15％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

 

イ 退職手当（平成30年3月31日現在） 

組       合 国 

（支給率）  自己都合      勧奨・定年 （支給率）  自己都合       定  年 

勤 続 20年  19.6695月分 

勤 続 25年  28.0395月分 

勤 続 35年  39.7575月分 

最高限度額  47.709月分 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

勤 続 20年  19.6695月分 

勤 続 25年  28.0395月分 

勤 続 35年  39.7575月分 

最高限度額   47.709月分 

24.586875月分 

 33.27075月分 

   47.709月分 

   47.709月分 

その他加算措置   

定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

1人当たり平均支給額（29年度退職者） 

該当者なし 

その他加算措置   

定年前早期退職特例措置（給料月額3～45％加算） 

但し、事務次官･外局長官ｸﾗｽ以上の者は不適用、 

局長ｸﾗｽの者は1％、審議官ｸﾗｽの者は2％の割増 

（退職時特別昇給    無 ） 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額。 

 

ウ 時間外勤務手当（平成30年3月31日現在） 

支 給 実 績（H29年度決算） 343千円 

職員１人当たり平均支給年額（H29年度決算） 114円 

 

エ その他の手当（平成30年3月31日現在） 

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（H29年度決算） 

支給職員１人当た

り 平 均 支給 年 額 

（H29年度決算） 

扶 養 手 当 

配偶者  10,000円 

満22歳年度末までの子  ※8,000円 

満16歳年度初めから満22歳年度末までの子１人

につき  5,000円加算 

上記以外の扶養親族  ※6,500円 

同 － 480千円 160,000円 

住 居 手 当 

借家・借間居住者 

家賃23,000円以下  家賃額－12,000円 

家賃23,000円を超える 

 (家賃額－23,000円)×1／2＋11,000円 

但し限度額27,000円 

同 － 0千円 0円 

通 勤 手 当 

交通機関等利用者 

 運賃相当額（限度額55,000円） 

自動車等利用者 

 通勤距離に応じて 2,000円～31,600円 

同 － 160千円 53,200円 

管理職手当 
管理又は監督の地位にある職員 

月額 40,900円 － － 0千円 0円 

休日勤務手当 
勤務１時間あたりの給与額に135／100を乗じて

得た額 同 － 343千円 114,372円 
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⑺ 特別職の報酬等の状況（平成30年4月1日現在） 

区 分 報酬 

組 合 長 日額  3,000円 

副 組 合 長 〃 

会 計 管 理 者 〃 

議 会 議 員 〃 

監 査 委 員 〃 

退 職 手 当 審 査 会 委 員 日額  5,000円 

行 政 不 服 審 査 会 委 員 〃 

個 人 情 報 保 護 審 査 会 委 員 〃 

情 報 公 開 審 査 会 委 員 〃 

そ の 他 の 委 員 〃 

所 長 月額 242,900円 

炉 前 嘱 託 職 員 月額平均 241,775円 

産 業 医 月額  20,000円 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 勤務時間、休憩・休息時間及び週休日の状況 

１週間の 

勤務時間 

勤 務 時 間 の 割 振 り 

勤務時間 休憩時間 休 日 

38時間45分 8:30～17:15 12:00～13:00 

土日祝日および12月29

から31日、1月2日、3日 

と同等の日数 

 

⑵ 休暇等の概要 

区  分 内             容 

年次有給休暇 １年につき20日間付与（20日を限度に翌年に繰越すことができる） 

病 気 休 暇 負傷又は疾病のため療養を要する場合、最小限度必要と認められる期間を付与 

特 別 休 暇 

（主なもの） 

結婚休暇 結婚する職員に対し５日間付与（勤務を要しない日、休日を除く） 

産前休暇 出産の日までの申し出た期間付与（８週間以内） 

産後休暇 出産の翌日から８週間を経過するまでの期間付与 

親族の死亡休暇 配偶者＝10日、父母＝７日、子＝５日、祖父母＝３日 



- 5 - 

 

        その他＝規則に定める期間付与 

夏季休暇 ７月～９月の期間内に３日間付与 

能率増進計画休暇 ５月～10月の期間内に２日間付与 

介 護 休 暇 

（無給） 

配偶者、父母、子、配偶者の父母等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営

むのに支障がある者の介護を行う場合、６月を限度として必要な休暇を付与 

育 児 休 業 

（無給） 

職員の３歳に満たない子を養育するため、その子が３歳に達する日までの期間を

限度として、職務に従事しないことを可能とする制度。 

 

 

５ 職員の休業に関する状況 

ア 育児休業（平成29年度）                           （単位：人） 

区分 
育児休業

取得者数 

育 児 休 業 承 認 期 間 

3 月 以 下 
3 月 超 え 

6 月 以 下 

6 月 超 え 

1 年 以 下 

1 年 超 え 

1年6月以下 

1年6月超え 

2 年 以 下 

2 年 超 え 

2年6月以下 
2年6月超え 

男性職員 －        

女性職員         

計 －        

 

イ 部分休業（平成29年度）                 （単位：人） 

区分 
部分休業

取得者数 

部 分 休 業 承 認 期 間 

１ 月 以 下 1月超え3月以下 3月超え4月以下 4月超え5月以下 ５ 月 超 え 

男性職員 －      

女性職員 －      

計 －      

ウ 介護休暇（平成29年度）                 （単位：人） 

区分 
介護休暇

取得者数 

介 護 休 暇 承 認 期 間 

１ 月 以 下 1月超え3月以下 3月超え4月以下 4月超え5月以下 ５ 月 超 え 

男性職員 －      

女性職員 －      

計 －      

 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

  分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対して行われる処分。懲戒処分とは、職員の義務違

反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図る制裁的処分。 

  （平成29年度）                                （単位：人） 

区分 種 類 処分者数 内        容 

分限 降任 － 
・勤務実績が良くない場合 

・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 
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処分 免職 － 
・上記のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

・職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 

休職 － 
・心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

・刑事事件に関し起訴された場合 

懲戒 

処分 

戒告 － 
・法令に違反した場合 

・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 

減給 － 

停職 － 

免職 － 

 

 

７ 職員の服務の状況 

⑴  一般職員の年次有給休暇の使用状況 （平成29年1月1日～平成29年12月31日） 

総付与日数 

（ａ） 

総使用日数 

（ｂ） 

対象職員数 

（ｃ） 

平均使用日数 

(b)／(c) 

消化率 

(b)／（ａ) 

60日 37日 3人 12.3日 61.7％ 

 

⑵ 職務専念義務免除職 

   「職員は、その勤務時間中においては、職務上の注意力の全てをその職責遂行に用い、地方公共

団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」（地方公務員法第３５条）とされ

ていますが、法律又は条例に特別の定めがある場合は、職務に専念する義務を免除されることがあ

ります。その特例規定として定められている場合は次のとおりです。 

 

【職務に専念する義務の特例に関する条例（抜粋）】  

第２条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその

委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 

（１） 研修を受ける場合 

 （２） 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

 （３） 前２号に規定する場合を除くほか、任命権者又はその委任を受けた者が必要と認

める場合 

 

  【職務に専念する義務の特例に関する規則（抜粋）】  

第２条 香南市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第２条第１号から第３号に規定す 

る場合を除くほか、職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、

その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。 

 （１） 市の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合  

（２） 当該職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属

する事務に従事する場合  

（３） 市の事務を処理する一部事務組合の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する

場合  

（４） 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員 
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又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合  

（＊以下省略） 

 

８ 職員の退職管理の状況 

 適正に実施 

 

 

９ 職員の研修の状況 

職員研修の実施状況（平成30年度）             （単位：人） 

分   類 研 修 内 容 延人数 

派 遣 研 修 

コーチング研修 1 

ＢＣＰ（事業継続計画）の点検と実務研修 1 

一部事務組合勉強会 1 

 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 健康診断等の状況（平成29年度）   （単位：人） 

健康診断等の種類 受診者数 

事業所健診 1 

人間ドック 2 

 

(2) 労働安全衛生 

衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の設置・運営 

 

(3) 福利厚生事業の実施（平成29年度） 

互助会名称 (財)高知県市町村職員互助会 

会員数 3名 

組合負担金 56千円 

会員掛金額 56千円 

個別事業内容 
医療費助成金、死亡弔慰金、結婚・出産祝金、傷病・休業給付金 

災害・傷病見舞金、保養施設・短期人間ドック利用助成等 

 

(4) 公務災害等の発生状況（平成29年度） 

種 類 認定数 事 案 の 概 要 

公務災害 0件 ―― 
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(5) 職員の利益の保護（平成29年度） 

区      分 状  況 

職員の勤務条件に関する措置の要求の状況 該当無し 

職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況 該当無し 

 

 

１１ 情報の公開の実施状況 

該当無し 

 


